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鹿児島県水土里サークル活動
シンポジウム

鹿児島県水土里サークル活動
シンポジウム

日時　平成 28年９月1日（木）午後1時
場所　宝山ホール（鹿児島県文化センター）

〜共生・協働の農村づくりを目指して〜
む　   ら

主催・共催：鹿児島県水土里サークル活動支援協議会・鹿児島県
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図　現代の自然観の図示
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し、そこから脱出する道を百姓仕事に求め、自然への没入、天地に抱かれる農にそれを見

出したのです。 

 時を忘れ、我を忘れ、社会を忘れ、仕事に没頭することこそがもっとも人間らしい喜び

だ、というのが農本主義の第三原理です。これはかつての農本主義者の言葉を借りれば「求

道」なのです。さらにこのときに見えてくる「天地有情の共同体」こそが、食べものに替

わって農本主義者の武器となります。 
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安心な農地中間管理事業を活用しませんか

機
構
へ

貸
付
け

農地中間管理機構
(鹿児島県地域振興公社)

農地の貸し手
（農地の所有者）

農地の借り手
（担い手）

市町村等・農業委員会
土地改良区・ＪＡ

市町村農業公社 等

鹿児島県

連携
協力

業務の一
部を委託

連携
調整

申請
認可

知
事
が
指
定

農地中間管理事業とは

機
構
か
ら

借
受
け

・今よりも規模拡大したい！
・新規就農して，これから農
業を頑張るぞ！

・農業をやめたいので，誰か
代わりに耕作してほしい。

・農地が荒れて近隣に迷惑を
かけたくない。

公益財団法人 鹿児島県地域振興公社
（鹿児島県農地中間管理機構）

（TEL） 099-223-0223 
（FAX） 099-227-9412

■ 県全体では、2,767haを借り受けし、2,761haを貸し付け。（１年目のＨ26年度：148haの約20倍）

■ 地目的には、畑が６割、田が４割の実績であり、畑地が多いという本県の特徴を反映。

■ 364ha貸し付けた市町村がある一方、一桁の市町村も多く取組に差。

■ 都道府県別の順位は、第９位。（水田地帯である東北地方が総体的に高い）

平成27年度の取組実績

■ 平成26年度から始まった、農地の新しい貸し借りの方法です。（従来は農地法と基盤強化法）

■ 農地中間管理機構が、市町村等と連携し、農地の貸し借りを調整します。（知事が機構を指定）

■ 賃借料は機構である県公社が、決まった時期に必ずお振込みします。（所有者にとって安心）

■ 農地は賃貸借終了後、必ず所有者へ返還されます。（所有権は移りません）

農地中間管理事業の特色

■ 農業従事者の高齢化、耕作放棄地の拡大などに対応し、構造改革の加速化が必要。

■ このため、農業を足腰の強い産業としていくための政策（産業政策）と農業・農村の有する

多面的機能の維持・発揮を図るための政策（地域政策）を車の両輪として推進。

「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成25年12月 農林水産省）

○ 農地中間管理機構の創設
○ 経営所得安定対策の見直し
○ 水田フル活用と米政策の見直し
○ 日本型直接支払制度の創設

４つの
改革

若者たちが希望を持てる
「強い農林水産業」
「美しく活力ある農山漁村」
の実現

農地中間管理事業の仕組み
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農地中間管理事業のメリット

・

平成27年度との主な変更点

機構への貸付割合 交付単価 (以内)

２割超～５割以下 1.5(0.7)万円／10a

５割超～８割以下 2.1(1.0)万円／10a

８割超 2.7(1.3)万円／10a

※ 機構を通した10年以上の貸借契約が結ばれることが必要
※ 遊休農地所有者も県公社に貸付意志を文書で示せば対象

○ 離農または経営転換される方に交付

○ 農地の相続人で，農業経営をしない方に交付

○ ２筆以上のまとまった農地を貸付ける場合に交付

○ 県公社の借受農地の隣接地を貸付ける場合に交付など

○ 人・農地プランなど地域の話し合いで，まとまった

農地を担い手に集積した地域に対して交付。
※ 新たな担い手への貸借とならない場合は( )内の単価
※ 新規集積農地面積の無い地域には交付しない
※ 協力金の所要額が基金取崩限度額を上回る場合は単価調整

■ 農地を集積・集約することで，農作業の効率化，生産性の向上が図られます。

■ 複数の所有者との契約が一本化され，賃借料の口座引落手数料も県公社が負担します。

■ 県公社との契約により，長期的な営農計画が立てやすく，安定した農業ができます。

■ 耕作者からの賃借料は，機構から指定口座に振込みます。

■ 耕作者が途中で耕作できなくなっても，次の耕作者を県公社と市町村等が連携し探します。

■ 要件を満たすと機構集積協力金の交付が受けられます。

農地の貸し手（所有者）

農地の借り手（耕作者）

■ 通常期の公募４回と臨時期の公募を設定。（臨時期は通常期の公募のない月に設定）

→ 通常期の公募では間に合わないときに，応募・事業申請が可能となります。

公募の年間計画

■ 地権者、耕作者と公社との利用権設定時の押印は、「認印」で可。(印鑑証明書の添付は不要)

■ ただし，相続未登記農地を持分の過半の同意を得て申請する場合は，同意者の「実印」の

押印並びに印鑑(登録)証明書の添付が必要です。

書類作成

■ 担い手への新規集積面積に応じて、交付できる総額が決定します。

■ 国と予め協議した上で、県で交付単価を設定しています。

機構集積協力金の単価等

機構への貸付農地 交付単価 (以内）

0.5ha以下 30万円／戸

0.5ha超～２ha以下 50万円／戸

２ha超 70万円／戸

地域集積協力金

経営転換協力金

耕作者集積協力金

※ 県公社を通した10年以上の貸借契約が結ばれることが必要

協力金の種類別内容

交付単価 (以内）

１万円／10ａ
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① 先ずは公社や市町村・農業委員会等に問い合わせてください。

② 募集区域ごとの情報を踏まえて、借受申込書を提出してください。

③ 公募期間終了後，県公社が公社ホームページ上に借受希望者の情報を掲載します。

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期

借受希望者の公募時期 2月1日～3月1日 5月1日～31日 8月1日～31日 11月1日～30日

貸付開始の日 6月1日 9月1日 12月1日 H29年 3月1日

① 先ずは公社や市町村・農業委員会等に問い合わせてください。

② 貸出申込書を提出してください。

③ 県公社が公社ホームページ上に募集区域ごとの情報を掲載し，借受希望者を募集します。

平成28年度の公募時期と貸付開始日のスケジュール

貸し借りの手続き

地域取組事例

ポイント
土地改良区と
の密な連携

農地を貸したい方（所有者）

農地を借りたい方（耕作者）

・貸し出せる農地は，農業振興地域の区域内に限ります。
・登記名義人が明らかである農地（相続による持分の過半の同意が得られる場合も含む）に限ります。

・掲載情報は、①名前、②住所(市町村名のみ)、③地目、④面積、⑤作付予定作物の５項目です。

終了 終了

■ 土地基盤整備（パイプライン整備）に合わせ、農地中間管理事業を活用した担い手への農

地集積・集約化に向けた取組。

Ａ市 Ａ地区（H27）

■ 農用地利用組合が活動していたこともあり、組合の中心的農業者（大規模経営）等の役員

が積極的（一通りの書類の取りまとめ）で、３か月で合意。

■ 当該地区の取組が市内の他地区にも口コミで波及し、市全体の集積面積が増大。

Ｂ市 Ｂ地区（H27）

・機構への貸出面積(H27)：48.8ha（地区の農地面積：66ha）
・基盤整備：パイプライン整備（H27～32年度） 受益者負担：約２万円/10a
・土地改良区が主体となって，受益者への説明や契約書とりまとめ等を実施

・地域集積協力金活用使途計画：工事負担金の受益者負担の軽減等

・機構への貸出面積(H27)：63.5ha（地区の農地面積：122ha）

・地域集積協力金活用使途計画：組合役員の報酬、会議費、事務費、事務用品、

地域研修センターの冷房設置のほか、農地の出し手、受け手個人への配分

■ 通常期の公募は、年４回（２月，５月，８月，11月）。状況に応じて臨時の公募も行います。
■ 農地の借受を希望される方は、公募期間中にお申込ください。

借受の公募時期

ポイント
リーダーの積
極性

現在、貸出希望
者農地が不足（別紙貸出相談票参照）

貸し借りのマッチング 公社や市町村等



13

農地中間管理事業の活用で
農地の集積を図り、担い手の経営向上や

地域の活性化につなげましょう！

農地中間管理事業の活用で
農地の集積を図り、担い手の経営向上や

地域の活性化につなげましょう！

利用状況調査 利用意向調査 意向表明

（参考）遊休農地に関する措置の流れ

現地確認 協議勧告

農業委員会 所有者農業委員会 農業委員会

８月頃 11月まで 翌年１月まで ８月頃 11月まで

農業委員会

課税強化

1月１日時点

市町村

遊休農地が解消
されず、機構が借
受していない場合

機構に貸
付意向が
無い場合

■ 農地所有者が遊休農地を放置した場合の税負担が強化されます。

■ 一方、農地所有者が農地を機構（県公社）に貸し付けた場合、税負担が軽減されます。

農地保有に係る課税の強化・軽減

農地中間管理事業に関連する農地の税制改正

10年以上貸し付け … ３年間
15年以上 〃 … ５年間

６か月
経過

対象者：所有する全ての農地※を、新たに（１年
間の間にまとめて）、機構（県公社）に10年
以上の期間で貸し付けた者。

軽減額：新たに機構（県公社）に貸し付けた農地
に係る固定資産税を一定期間１／２に軽減。・県公社への貸付けの意思を表明した遊休農地

・農業委員会が非農地として判断した遊休農地

・農業振興地域の区域外の遊休農地
固定資産税
の軽減措置

強化の対象から除かれる遊休農地

農業者年金との関係

課税強化 課税軽減

農業委員会が、遊休農地所有者に対し、機構
（県公社）と協議すべきことを勧告したにも関わ
らず，放置している遊休農地※については、固
定資産税が従来の１．８倍となります。

いずれも、１月１日時点で判断（初回は平成29年１月１日）

■ 経営移譲年金等の農業者年金受給者が経営転換協力金の交付を受けても，次の要件を

満たしていれば、年金等の受給に影響はありません。

① 利用権設定の期間が10年以上であること。

② 後継者等から農地の返還を受けた日から起算して１年以内に、機構（県公社）に貸し付

けること。

農地中間管理事業と経営移譲年金

サラリーマン後継者に農地を貸付けて基本額経営移譲年金を受給している場合，機構
（県公社）に貸し直すことで、加算付経営移譲年金に増額できる場合があります。

※ 10ａ未満の自作地は保有可能
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1． いちき串木野市広域協定運営委員会（いちき串木野市）

2． 田布川（水・土・里）環境保全会（枕崎市）

3．ミチブシン前野（天城町）
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水土里サークル活動シンポジウム事例発表地区 概要

 ＮＯ １ 

活動組織の名称（市町村・大字）

キャッチフレーズ
広域化のメリットを最大限に

地域の状況

［取組開始］ 平成 年度 （合併前 年度～）

［取組面積］ （田 畑 ）

［対象施設］ 水路 ㎞、 農道 ㎞

ため池 箇所

［交 付 額］

維持＋共同 ， 千円

長寿命化 ， 千円

活動や取組みの内容

活動をきっかけに始まったこと

成果・課題

目標

キーワード 「広域化・更なる事務の簡素化」

活動に係る広報（情報提供）

　いちき串木野市は、平成１７年に市来町と串木野市が合併して誕生した市

で、吹上浜の北端に位置し、東シナ海と山々に囲まれた地形がもたらす恵ま

れた環境にある。

　平成２１年に、｢いちき串木野市食のまちづくり条例｣を制定し、「つけあげ」、

「ちりめん」、「まぐろ」、「焼酎」、「ぽんかん」、「サワーポメロ」などの特産品を

生かしたイベントの開催など、「食」に豊かなまちとして発展している。

　いちき串木野市広域協定運営委員会は、平成２７年９月に市内の２８の活動

組織が合併して、旧市町を包括した広域組織として設立した。いちき串木野市

では、広域組織と外１地区で、市の対象農用地（農振農用地）の５８％におい

て水土里サ－クル活動に取り組んでいる。

１.運営委員会の事務局を市役所内に置き、会計等の事務処理を一括して行っ
ている。

２.年４回、運営委員会を開催し、各種報告や連絡等を行い、活動組織間の連
携を図るようにしている。

３.運営委員会の事務経費として、各組織から交付額に対して、維持・共同の
１０％、長寿命化の５％を支出している。

水土里サークル活動は、活動が積極的に行われることで、書記・会計への

負担が大きくなることが課題であった。負担が増えれば、書記・会計の担い手

が不足し、活動の継続が難しくなることが懸念されていた。

＜成果＞

１.活動記録の整理や日当等の支払・実績報告書等の作成を事務局で行うた

め各活動組織の事務負担が大幅に軽減された。

２.合併前は取組面積が小さく、施設の長寿命化に取り組めなかった組織にお

いても、長寿命化の実施が可能となった。

３.運営委員会でホームページを開設し、活動組織毎の取組を掲載することに

より、優良活動の横展開や地域のPRになっている。

＜課題＞

活動実績の報告や現金受領の度に事務局へ足を運ばなければならないの

で、今後は電子メール等を活用した効率的な連絡体制づくりや日当等の振込

精算など、更なる事務軽減に努める必要がある。

１.活動状況は、運営委員会ホームページ（http://kusaharu.com）で随時情報を

発信中

２.先進的な取組をしている活動組織は、各種コンクールに積極的に応募する

よう働きかけを行っている。

【応募実績】　萩元前団地保全会

・平成27年度農業農村整備優良地区コンクール（農村振興整備部門）

   ※農村振興局長賞受賞

・ディスカバー農山漁村の宝（第2回・第3回応募）

多面的機能支払交付金の次期更新において、全ての活動組織が継続でき
るように、民間企業や地域住民を積極的に取りこみ、広域化のメリットを最大
限に生かす。

１.ホームページを開設し、広く活動をPRしている。
２.広域組織の各活動組織が合同で補修研修等を開催している。

いちき串木野市広域協定運営委員会 （いちき串木野市）
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水土里サークル活動シンポジウム事例発表地区 概要

 ＮＯ ２ 

活動組織の名称（市町村・大字） 田
た

布川
ぶ が わ

（水・土・里）環境保全会 （枕崎市田布川町）

キャッチフレーズ
共同活動が育む地域の絆と郷土愛

地域の状況

［取組開始］ 平成 年度

［取組面積］ （田 畑 ）

［対象施設］ 水路 ㎞

パイプライン ㎞

農道 ㎞

［交 付 額］

維持＋共同 ， 千円

長寿命化 ， 千円

活動や取組みの内容

活動をきっかけに始まったこと

成果・課題

目標

キーワード

活動に係る広報（情報提供）

集落営農組織 
メンバー出資 

　田布川集落は、枕崎市の北部、南さつま市との境に位置しており、集落の中

心を金山川が流れ、枕崎市で一番高い蔵多山に抱かれた自然豊かな地域で

ある。

　集落には、「平家落人の里」として伝わる830年の歴史があり、「馬方踊り」や

「棒踊り」などの郷土芸能が伝承されている。

　農地は、水田が居住地域の平坦部に隣接し、350年前、島津藩の開田に始

まった用水路は、現在９水利組合で管理している。

　また、畑地は集落を取り囲む台地にあり、稲作やさつまいも，茶，たばこ，タ

ンカン等の栽培が盛んな農村地帯である。

　昭和34年　営農用の水道施設の布設

　昭和55年　畑地の基盤整備事業に着手

　昭和57年　八日会たばこ堆肥生産組合の機械共同利用組合の設立

　平成24年　集落営農組織｢くらたの里田布川｣（14人）の発足

　平成24年　水土里サークル活動の取組開始

　　　　　　　　ワークショップを行い事業の理解と機運を高める。

　平成27年　買い物弱者対策として「株式会社　輝楽里たぶがわ」を設立

　平成28年　地域おこし協力隊員と連携した地域振興の取組開始

１.共同活動による農地・農道・水路の保全管理及び施設の長寿命化等

２.コスモスの植栽を中心とした景観形成活動や鬼火たき等の農村文化伝承活

動を通じた交流

１.遊休農地の未然防止（草刈、耕作者不在農地の管理）

２.集落営農組織と消防団が主体で構成される「実践部隊」による施設の補修

や異常気象時の迅速な対応

３.地域課題の発掘・認識と解決策の模索のためのワークショップの開催や先

進地研修の実施

＜成果＞

１.景観形成活動への地域住民の参加や地域外住民との交流活動が増加

２.生態系の保全活動（ホタル復活を目指しビオトープを創生）の開始

＜課題＞

１.農家の高齢化や鳥獣被害による遊休農地の増加と維持管理の人手不足

２.少子高齢化のため、地域活性化や伝統行事・郷土芸能の継承に不安

３.水路護岸のコンクリート化による生態系の破壊

課題の解決が第一であり、解決に向けた話し合いや実践活動を通じて、

［保全会＝集落］として、下記目標の達成を目指す。

１.共同活動を通じて｢地域の絆｣を深める。

２.地域を知り｢地域を愛する心｣を養う。

３.｢自助・共助の心｣で自己解決力の高いむらづくり

｢共同活動｣・｢地域の絆｣・｢郷土愛｣・｢自助共助の心｣・｢地域外交流｣

１.水土里サークル活動を中心とした公民館便り「蔵多山」を発行

２.景観形成活動や交流活動等を市広報誌「まくらざき」や南日本新聞に提供

き　　　ら　　　り
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水土里サークル活動シンポジウム事例発表地区 概要

 ＮＯ．３ 

活動組織の名称（市町村・大字） ミチブシン前野
ま え の

（大島郡天城町前野）

キャッチフレーズ
ユイの心で先祖代々の集落環境をみんなで守っていこう

地域の状況

［取組開始］ 平成 年度

［取組面積］ ｈ （畑）

［対象施設］ 水路 ㎞

沈砂地 箇所

農道 ㎞

［交 付 額］

維持＋共同 千円

前野集落は、天城町の北部、徳之島空港の近くに位置する集落である。

集落の東に天城連峰を臨み、その麓から標高５０ 程のなだらかな台地が

西の海岸に向かって広がっている。

集落を囲む畑地帯は、ほ場整備や畑地かんがいの基盤整備が完了し、

営農は、亜熱帯気候を生かしたサトウキビ栽培を中心に、バレイショや畜産

等との複合経営が主体に行われている。

歴史的には、島津藩時代に由来する「田植え唄」が豊年豊作祈願の唄と

踊りとして伝えられ、集落行事や祭などで演じられている。

海岸近くには、先人達の貴重な足跡の「尾志理田遺跡」・「前野馬塔遺

跡」がある。

組織は、前野集落の農家（ 戸）、非農家（ 戸）、 団体（ 自治会、女

性会）で構成され、地域ぐるみの共同活動を行っている。

活動や取組みの内容 １ 構成員を中心とした共同活動により、区域内の農地・農道・農業用水路

の保全を行っている。

２ 特に、区域内にある 箇所の沈砂地については 、赤土流出防止のため、

泥上げ等の維持管理の実施を重点項目としている。

３ また、花植等の農村環境保全活動、田植え唄や稲作の伝承活動を集落

ぐるみで取り組んでいる。

活動をきっかけに始まったこと
共同活動を通じて、地域のまとまりも強くなり、地域づくりに対する地元の

気運が高まってきた。「住みやすい安全な集落」を目指す住民の思いもあ

り、集落内の環境整備や危険箇所の解消、集落を一望できる展望台の整

備等を寄付金を出し合って実施するなど、集落としての幅広い取組に展開

してきている。

成果・課題
＜成果＞

農業者はもちろん、農業者以外の参加も年々増えてきつつあり、更なる

参加促進のために、作業用具等の備品も徐々に充実させてきている。

＜課題＞

参加者は増えているものの、高齢化も進んでおり、年々、活動力が低下

傾向にある。このままでは集落ぐるみの共同活動が困難になっていくため、

中間年齢層の方々の参加を促していく必要がある。

目標
この事業を最大限に活用し、農業用施設等の効果的な保全にとどまら

ず、伝統文化の 継承（水田から畑地への転換に伴い途絶えた 「田植え唄」

などの稲作文化の継承）や集落環境整備に取り組み、子や孫の時代へ住み

キーワード
「ユイの心を次世代へ」

活動に係る広報（情報提供）
啓発看板設置、町有線テレビでの活動状況放映等

よい・活力ある集落を引き継ぐ。
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。

田植え
（実際に田んぼで歌うスタイルの復活） （稲作文化継承の場）
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平成28年度
み　　ど　　り

鹿児島県水土里サークル活動
シンポジウム

鹿児島県水土里サークル活動
シンポジウム

日時　平成 28年９月1日（木）午後1時
場所　宝山ホール（鹿児島県文化センター）

〜共生・協働の農村づくりを目指して〜
む　   ら

主催・共催：鹿児島県水土里サークル活動支援協議会・鹿児島県


